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内共第１ 号、 第２ 号( 相模川漁業協同組合連合会)  

第５ 種共同漁業権遊漁規則の変更について 

１ 変更の内容および理由 

（ １ ） あゆの採捕禁止期間の短縮

【 内容】  

あゆの採捕禁止期間は１ 月１ 日から ５ 月 31 日まで及び 10 月 15 日から 11 月

30 日までであっ たが、主たる産卵場より 上流域については、後者の採捕禁止期

間を 11 月１ 日から 11 月 30 日までに短縮する ( 別紙１ ) 。  

【 理由】  

令和８ 年３ 月31日付で公布、 施行し た「 神奈川県漁業調整規則の一部を改正

する規則」 において、 相模川水系及び酒匂川水系の主たる産卵場より 上流域に

ついては、 採捕禁止期間が１ 月１ 日から ５ 月31日まで及び11月１ 日から 11月30

日までに改正さ れたため（ 別紙２ ）。  

（ ２ ） そのほか字句等の修正

【 内容】  

必要な字句の不足、 不要な字句の記載、 表現の不統一及び文意が不明瞭な表

記があっ たため、 こ れら を 修正する。  

２ 遊漁規則の内容の妥当性 

漁業法では、申請のあっ た遊漁規則が遊漁を 不当に制限するも のでない場合、都

道府県知事はこ れを 認可し なければなら ないこ と と さ れている。  

あゆの採捕禁止期間の短縮は、 遊漁期間を 延長さ せるも のである。 また、 同様の

内容で行使規則も 変更する。 よっ て、 遊漁を不当に制限するも のではない。  
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図２  改正前後におけるあゆの採捕禁止期間 

区域１ ： 相模原市南区磯部地先磯部頭首工堰堤上流端の上流 150 メ ート ルから 次の基点 A及

び基点 Bを 結んだ直線までの間の相模川水系相模川の区域（ 基点 A： 相模原市緑区

小倉字宮原 388 番地先に設置し た標柱の位置、 基点 B： 相模原市緑区川尻字久保沢

1, 108 番のハ地先に設置し た標柱の位置）  

区域２ ： 厚木市才戸地先才戸頭首工堰堤上流端の上流 20 メ ート ルから 次の基点 C及び基点 D

を 結んだ直線までの間の相模川水系中津川の区域（ 基点 C： 愛甲郡愛川町半原字馬

場 4, 941 番２ に設置し た標柱の位置、 基点 D： 愛甲郡愛川町半原字向原 5, 459 番２

に設置し た標柱の位置）  

区域３ ： 足柄上郡松田町松田惣領地先十文字床止上流端から 次の基点 E 及び基点 F を結んだ

直線までの間の酒匂川水系酒匂川の区域（ 基点 E： 足柄上郡山北町川西字平山地先神

縄堰堤右岸に設置し た標柱の位置、 基点 F： 足柄上郡山北町神尾田字田入地先神縄堰

堤天端左岸下流端の位置）  
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図１  あゆの採捕禁止期間を 短縮する区域 

…採捕禁止期間

別紙１  
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規　　　　　則

　災害救助法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和8年3月31日

神奈川県知事　黒　 岩　 祐　 治　

神奈川県規則第29号

　　　災害救助法施行細則の一部を改正する規則

　災害救助法施行細則（昭和34年神奈川県規則第90号）の一部を次のように改正する。

　第11条中「第7条第5項」の次に「及び第8条第4項」を加える。

　第10号様式中「従事した」を「従事し、又は協力した」に改める。

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。

　神奈川県漁業調整規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和8年3月31日

神奈川県知事　黒　 岩　 祐　 治　

神奈川県規則第30号

　　　神奈川県漁業調整規則の一部を改正する規則

　神奈川県漁業調整規則（令和2年神奈川県規則第91号）の一部を次のように改正する。

　第38条第1項の表1の項を次のように改める。

1　あゆ 1月1日から5月31日まで及び10
月15日（右欄⑵から⑷までに掲げ
る区域にあっては、11月 1日）か
ら11月30日まで

⑴　海面及び内水面（⑵から⑷ま

でに掲げる区域を除く。）

⑵　相模原市南区磯部地先磯部

頭首工堰
えん

堤上流端の上流150メ

ートルから次の基点Ａ及び基

点Ｂを結んだ直線までの間の

目　次

○規則

　災害救助法施行細則の一部を改正する規則（くらし安全防災・危機管理防災課）

　神奈川県漁業調整規則の一部を改正する規則（環境農政・水産課）

　医療法施行細則の一部を改正する規則（健康医療・医療企画課）

　競争入札の参加者の資格に関する規則の一部を改正する規則（県土整備・建設業課）

　神奈川県国家戦略特別区域限定保育士試験委員規則を廃止する規則（福祉子どもみらい・次世代育
成課）

〇告示　

　災害救助法施行細則による救助の程度等の一部改正（くらし安全防災・危機管理防災課）
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　相模川水系相模川の区域

　基点Ａ　相模原市緑区小倉字宮

原388番地先に設置した標柱の

位置

　基点Ｂ　相模原市緑区川尻字久

保沢1,108番のハ地先に設置し

た標柱の位置

⑶　厚木市才戸地先才戸頭首工堰
えん

堤上流端の上流20メートルから

次の基点Ｃ及び基点Ｄを結んだ

直線までの間の相模川水系中津

川の区域

　基点Ｃ　愛甲郡愛川町半原字馬

場4,941番 2に設置した標柱の

位置

　基点Ｄ　愛甲郡愛川町半原字向

原5,459番 2に設置した標柱の

位置

⑷　足柄上郡松田町松田惣領地先

十文字床止上流端から次の基点

Ｅ及び基点Ｆを結んだ直線まで

の間の酒匂川水系酒匂川の区域

　基点Ｅ　足柄上郡山北町川西字

平山地先神縄堰
えん

堤右岸に設置

した標柱の位置

　基点Ｆ　足柄上郡山北町神尾田

字田入地先神縄堰
えん

堤天端左岸

下流端の位置

　　　附　則

1　この規則は、公布の日から施行する。

2　この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

　医療法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和8年3月31日

神奈川県知事　黒　 岩　 祐　 治　

神奈川県規則第31号

　　　医療法施行細則の一部を改正する規則

　医療法施行細則（昭和25年神奈川県規則第111号）の一部を次のように改正する。

　第1条第4号中「第8条」を「第8条第1項」に改め、同条中第15号を第17号とし、第14号を第16号とし、

同条第13号中「第8条」を「第8条第1項」に改め、同号を同条第14号とし、同号の次に次の1号を加える。

　⒂　政令第4条第4項の規定により、法第8条第2項の規定による届出事項の変更の届出を受理すること。

　第1条中第12号を第13号とし、第11号を第12号とし、第10号を第11号とし、同条第9号中「開設者」の次に

「並びにオンライン診療受診施設の設置者」を加え、同号を同条第10号とし、同条第8号中「及び」を「、」

に改め、「助産所」の次に「及びオンライン診療受診施設」を加え、同号を同条第9号とし、同条中第7号を

第8号とし、同条第6号中「及び助産所の廃止」を「、助産所及びオンライン診療受診施設の廃止」に改め、

令和 8 年(2026年) 3 月31日神 奈 川 県 公 報号 外 第 31 号
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大
橋

橋
脚

上
流

端

か
ら

上
流

基
点

Ｅ

Ｆ
を

結
ん

だ
直

線

ま
で

の
中

津
川

の

本
流

及
び

支
流

の

区
域

で
、
連

合
会

が

定
め

て
公

表
す

る

３
月

１
日

よ
り

1
0

月
1
4

日
ま

で
の

期

間
で

、
連

合
会

が
定

め
て

公
表

す
る

期

間
。

 

7



区
域

。
 

基
点

Ｒ
Ｑ

を
結

ん

だ
直

線
か

ら
上

流

基
点

Ｃ
Ｄ

を
結

ん

だ
直

線
ま

で
の

道

志
川

の
本

流
の

区

域
で

、
連

合
会

が
定

め
て

公
表

す
る

区

域
。

 

相
模

原
市

緑
区

青
根

字

神
の

川
大

瀬
戸

え
ん

堤

上
流

端
か

ら
上

流
の

神

の
川

の
本

流
の

区
域

で

連
合

会
が

定
め

て
公

表

す
る

区
域
。

 

基
点

Ｍ
Ｎ

を
結

ん
だ

直

線
か

ら
上

流
水

沢
え

ん

堤
下

流
端

ま
で

の
水

沢

川
の

本
流

及
び

支
流

の

区
域

で
連

合
会

が
定

め

て
公

表
す
る

区
域

。
 

相
模

原
市

緑
区

鳥
屋

地

先
広

川
え
ん

堤
上

流
端

か
ら

上
流

相
模

原
市

緑

区
字

奥
野

36
2
7
-
16
6
 

魚
止

め
橋

下
流

端
ま

で

の
早

戸
川

の
本

流
及

び

区
域

。
 

基
点

Ｒ
Ｑ

を
結

ん

だ
直

線
か

ら
上

流

基
点

Ｃ
Ｄ

を
結

ん

だ
直

線
ま

で
の

道

志
川

の
本

流
の

区

域
で

、
連

合
会

が
定

め
て

公
表

す
る

区

域
。

 

相
模

原
市

緑
区

青
根

字

神
の

川
大

瀬
戸

え
ん

堤

上
流

端
か

ら
上

流
の

神

の
川

の
本

流
の

区
域

で

連
合

会
が

定
め

て
公

表

す
る

区
域
。

 

基
点

Ｍ
Ｎ

を
結

ん
だ

直

線
か

ら
上

流
水

沢
堰

堤

下
流

端
ま

で
の

水
沢

川

の
本

流
及

び
支

流
の

区

域
で

連
合

会
が

定
め

て

公
表

す
る
区

域
。

 

相
模

原
市

緑
区

鳥
屋

地

先
広

川
堰
堤

上
流

端
か

ら
上

流
相

模
原

市
緑

区

字
奥

野
3
6
2
7
-1
6
6
 
魚

止
め

橋
下

流
端

ま
で

の

早
戸

川
の

本
流

及
び

支

8



支
流

の
区

域
で

連
合

会

が
定

め
て

公
表

す
る

区

域
。

 

点
a
b

を
結

ん
だ

直
線

か
ら

上
流

の
中

津
川

の

本
流

及
び

支
流

の
区

域

で
連

合
会

が
定

め
て

公

表
す

る
区
域

。
 

小
鮎

川
合

流
点

か
ら

上

流
愛

甲
郡

清
川

村
煤

ヶ

谷
地

先
谷

太
郎

橋
上

流

端
の

下
流

2
6
8
メ

ー
ト

ル
の

第
１

号
石

え
ん

堤

下
流

端
ま

で
の

谷
太

郎

川
の

本
流

及
び

支
流

の

区
域

で
連

合
会

が
定

め

て
公

表
す
る

区
域

。
 

 

 基
点

Ｃ
：

 
神

奈
川

県
相

模
原

市
緑

区
と

山
梨

県
南

都
留

郡
道

志

村
と

の
境

界
と

道
志

川
左

岸
と

の
交

点
 

基
点

Ｄ
：

 
Ｃ

か
ら

1
3
4
度

の
直

線
と

対
岸

と
の

交
点

 

基
点

Ｅ
：

 
愛

甲
郡

愛
川

町
半

原
字

馬
場

4
,
9
4
1
番

２
に

設
置

し

た
標

柱
 

基
点

Ｆ
：

 
愛

甲
郡

愛
川

町
半

原
字

向
原

5
,
4
5
9
番

２
に

設
置

し

た
標

柱
 

流
の

区
域

で
連

合
会

が

定
め

て
公

表
す

る
区

域
。

 

点
a
b

を
結

ん
だ

直
線

か
ら

上
流

の
中

津
川

の

本
流

及
び

支
流

の
区

域

で
連

合
会

が
定

め
て

公

表
す

る
区
域

。
 

小
鮎

川
合

流
点

か
ら

上

流
愛

甲
郡

清
川

村
煤

ヶ

谷
地

先
谷

太
郎

橋
上

流

端
の

下
流

2
6
8
メ

ー
ト

ル
の

第
１

号
石

堰
堤

下

流
端

ま
で

の
谷

太
郎

川

の
本

流
及

び
支

流
の

区

域
で

連
合

会
が

定
め

て

公
表

す
る
区

域
。

 

 

 基
点

Ｃ
：

 
神

奈
川

県
相

模
原

市
緑

区
と

山
梨

県
南

都
留

郡
道

志

村
と

の
境

界
と

道
志

川
左

岸
と

の
交

点
 

基
点

Ｄ
：

 
Ｃ

か
ら

1
3
4
度

の
直

線
と

対
岸

と
の

交
点

 

基
点

Ｅ
：

 
愛

甲
郡

愛
川

町
半

原
字

馬
場

4
,
9
4
1
番

２
に

設
置

し

た
標

柱
 

基
点

Ｆ
：

 
愛

甲
郡

愛
川

町
半

原
字

向
原

5
,
4
5
9
番

２
に

設
置

し

た
標

柱
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基
点

Ｇ
：

 
愛

甲
郡

清
川

村
宮

ケ
瀬

字
金

沢
1
,
6
9
6
番

２
地

先
の

旧
東

京
電

力
株

式
会

社
取

水
せ

き
天

端
右

岸
上

流
端

 

基
点

Ｈ
：

 
愛

甲
郡

清
川

村
宮

ケ
瀬

字
金

沢
1
,
6
9
6
番

２
地

先
の

旧
東

京
電

力
株

式
会

社
取

水
せ

き
天

端
左

岸
上

流
端

 

基
点

Ｍ
：

 
相

模
原

市
緑

区
鳥

屋
字

奥
野

3
,
6
2
7
番

1
6
6
地

先
の

八
丁

え
ん

堤
天

端
右

岸
上

流
端

 

基
点

Ｎ
：

 
相

模
原

市
緑

区
鳥

屋
字

奥
野

3
,
6
2
7
番

1
6
6
地

先
の

八
丁

え
ん

堤
天

端
左

岸
上

流
端

 

基
点

Ｑ
：

 
相

模
原

市
緑

区
地

先
道

志
ダ

ム
天

端
右

岸
上

流
端

 

基
点

Ｒ
：

 
相

模
原

市
緑

区
地

先
道

志
ダ

ム
天

端
左

岸
上

流
端

 

a
：

 
Ｇ

か
ら

Ｈ
を

見
通

し
た

線
を

０
度

と
し

、
Ｇ

を
中

心
と

し
て

右
回

り
に

2
7
0
度

の
線

上
で

Ｇ
か

ら
3
0
メ

ー
ト

ル
の

所
 

ｂ
:
 
Ｈ

か
ら

Ｇ
を

見
通

し
た

線
を

０
度

と
し

、
Ｈ

を
中

心
と

し
て

右
回

り
に

9
0
度

の
線

上
で

Ｈ
か

ら
3
0
メ

ー
ト

ル
の

所
 

 （
遊

漁
期

間
）

 

第
４

条
 

次
表

の
ア

欄
に

掲
げ

る
魚

種
を

対
象

と
す

る
漁

法
は

、

そ
れ

ぞ
れ

イ
欄

の
期

間
内

で
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 （
内

共
第

１
号

）
 

 
ア

 
魚

 
種

 
イ

 
期

 
間

 

や
ま

め
 

３
月

１
日

か
ら

1
0
月

1
4
日

ま
で

 

い
わ

な
 

同
上

 

に
じ

ま
す

 
同

上
 

、
但

し
別

記
１

区
域

に
つ

い
て

は
１

月
１

日
よ

り

基
点

Ｇ
：

 
愛

甲
郡

清
川

村
宮

ケ
瀬

字
金

沢
1
,
6
9
6
番

２
地

先
の

旧
東

京
電

力
株

式
会

社
取

水
せ

き
天

端
右

岸
上

流
端

 

基
点

Ｈ
：

 
愛

甲
郡

清
川

村
宮

ケ
瀬

字
金

沢
1
,
6
9
6
番

２
地

先
の

旧
東

京
電

力
株

式
会

社
取

水
せ

き
天

端
左

岸
上

流
端

 

基
点

Ｍ
：

 
相

模
原

市
緑

区
鳥

屋
字

奥
野

3
,
6
2
7
番

1
6
6
地

先
の

八
丁

え
ん

堤
天

端
右

岸
上

流
端

 

基
点

Ｎ
：

 
相

模
原

市
緑

区
鳥

屋
字

奥
野

3
,
6
2
7
番

1
6
6
地

先
の

八
丁

え
ん

堤
天

端
左

岸
上

流
端

 

基
点

Ｑ
：

 
相

模
原

市
緑

区
地

先
道

志
ダ

ム
天

端
右

岸
上

流
端

 

基
点

Ｒ
：

 
相

模
原

市
緑

区
地

先
道

志
ダ

ム
天

端
左

岸
上

流
端

 

a
：

 
Ｇ

か
ら

Ｈ
を

見
通

し
た

線
を

０
度

と
し

、
Ｇ

を
中

心
と

し
て

右
回

り
に

2
7
0
度

の
線

上
で

Ｇ
か

ら
3
0
メ

ー
ト

ル
の

所
 

ｂ
:
 
Ｈ

か
ら

Ｇ
を

見
通

し
た

線
を

０
度

と
し

、
Ｈ

を
中

心
と

し
て

右
回

り
に

9
0
度

の
線

上
で

Ｈ
か

ら
3
0
メ

ー
ト

ル
の

所
 

 （
遊

漁
期

間
）

 

第
４

条
 

次
表

の
ア

欄
に

掲
げ

る
魚

種
を

対
象

と
す

る
漁

法
は

、

そ
れ

ぞ
れ

イ
欄

の
期

間
内

で
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 （
内

共
第

１
号

）
 

 
ア

 
魚

 
種

 
イ

 
期

 
間

 

や
ま

め
 

３
月

１
日

か
ら

1
0
月

1
4
日

ま
で

 

い
わ

な
 

同
上

 

に
じ

ま
す

 
同

上
 

、
但

し
別

記
区

域
に

つ
い

て
は

１
月

１
日

よ
り

1
2
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1
2
月

3
1
日

ま
で

と
す

る
。

 

あ
ゆ

 

６
月

１
日

か
ら

1
0
月

1
4
日

ま
で

の
期

間
で

連
合

会
が

定

め
て

公
示

す
る

日
か

ら
1
0

月
1
4
日

ま
で

及
び

1
2
月

１

日
か

ら
1
2
月

3
1
日

ま
で

。

但
し

、
別

記
２

区
域

に
つ

い

て
は

６
月

１
日

か
ら

1
0

月

3
1
日

ま
で

の
期

間
で

連
合

会

が
定

め
て

公
示

す
る

日
か

ら

1
0
月

3
1
日

ま
で

及
び

1
2
月

１
日

か
ら

1
2
月

3
1
日

ま
で

。
 

う
 

 
ぐ

 
 

い
 

１
月

１
日

か
ら

1
2
月

3
1
日

ま
で

、
但

し
、
ａ

ｂ
の

直
線

か

ら
上

流
の

中
津

川
の

本
流

及

び
支

流
の

区
域

、
ｃ

ｄ
の

直

線
か

ら
上

流
の

宮
ケ

瀬
金

沢

の
本

流
及

び
支

流
の

区
域

、

ｅ
ｆ

の
直

線
か

ら
上

流
の

早

戸
川

の
本

流
及

び
支

流
の

区

域
、

ｇ
ｈ

の
直

線
か

ら
上

流

の
水

沢
川

の
本

流
及

び
支

流

の
区

域
、

基
点

Ｒ
Ｑ

の
直

線

と
基

点
Ｃ

Ｄ
の

直
線

間
の

道

志
川

の
本

流
及

び
谷

太
郎

川

の
本

流
の

谷
太

郎
橋

橋
脚

上

流
端

の
上

流
4
4
7

メ
ー

ト
ル

月
3
1
日

ま
で

と
す

る
。

 

あ
ゆ

 

６
月

１
日

か
ら

1
0
月

1
4
日

ま
で

の
期

間
で

連
合

会
が

定

め
て

公
示

す
る

日
か

ら
1
0

月
1
4
日

ま
で

及
び

1
2
月

１

日
か

ら
1
2
月

3
1
日

ま
で

 

      

う
 

 
ぐ

 
 

い
 

１
月

１
日

か
ら

1
2
月

3
1
日

ま
で

、
但

し
、
ａ

ｂ
の

直
線

か

ら
上

流
の

中
津

川
の

本
流

及

び
支

流
の

区
域

、
ｃ

ｄ
の

直

線
か

ら
上

流
の

宮
ケ

瀬
金

沢

の
本

流
及

び
支

流
の

区
域

、

ｅ
ｆ

の
直

線
か

ら
上

流
の

早

戸
川

の
本

流
及

び
支

流
の

区

域
、

ｇ
ｈ

の
直

線
か

ら
上

流

の
水

沢
川

の
本

流
及

び
支

流

の
区

域
、

基
点

Ｒ
Ｑ

の
直

線

と
基

点
Ｃ

Ｄ
の

直
線

間
の

道

志
川

の
本

流
及

び
谷

太
郎

川

の
本

流
の

谷
太

郎
橋

橋
脚

上

流
端

の
上

流
4
4
7

メ
ー

ト
ル
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の
地

点
よ

り
上

流
の

区
域

に

お
い

て
３

月
１

日
か

ら
1
0
月

1
4
日

ま
で

 

お
い

か
わ

 
同

 
 

 
 

上
 

ふ
な

 
同

 
 

 
 

上
 

こ
い

 
同

 
 

 
 

上
 

う
な

ぎ
 

同
 

 
 

 
上

 

手
長

え
び

 
同

 
 

 
 

上
 

 基
点

Ｇ
：
 

愛
甲

郡
清

川
村

宮
ケ

瀬
字

金
沢

1
,
6
9
6
番

２
地

先
の

旧

東
京

電
力

株
式

会
社

取
水

せ
き

天
端

右
岸

上
流

端
 

基
点

Ｈ
：
 

愛
甲

郡
清

川
村

宮
ケ

瀬
字

金
沢

1
,
6
9
6
番

２
地

先
の

旧

東
京

電
力

株
式

会
社

取
水

せ
き

天
端

左
岸

上
流

端
 

基
点

Ｉ
：
 

愛
甲

郡
清

川
村

宮
ケ

瀬
字

金
沢

1
,
6
8
8
番

６
地

先
の

金

沢
え

ん
堤

天
端

右
岸

上
流

端
 

基
点

Ｊ
：
 

愛
甲

郡
清

川
村

宮
ケ

瀬
字

金
沢

1
,
6
8
8
番

６
地

先
の

金

沢
え

ん
堤

天
端

左
岸

上
流

端
 

基
点

Ｋ
：
 

相
模

原
市

緑
区

鳥
屋

字
奥

野
3
,
6
2
7
番

1
6
0
地

先
の

旧

東
京

電
力

株
式

会
社

取
水

せ
き

天
端

右
岸

上
流

端
 

基
点

Ｌ
：
 

相
模

原
市

緑
区

鳥
屋

字
奥

野
3
,
6
2
7
番

1
6
0
地

先
の

旧

東
京

電
力

株
式

会
社

取
水

せ
き

天
端

左
岸

上
流

端
 

基
点

Ｍ
：
 

相
模

原
市

緑
区

鳥
屋

字
奥

野
3
,
6
2
7
番

1
6
6
地

先
の

八

の
地

点
よ

り
上

流
の

区
域

に

お
い

て
３

月
１

日
か

ら
1
0
月

1
4
日

ま
で

 

お
い

か
わ

 
同

 
 

 
 

上
 

ふ
な

 
同

 
 

 
 

上
 

こ
い

 
同

 
 

 
 

上
 

う
な

ぎ
 

同
 

 
 

 
上

 

手
長

え
び

 
同

 
 

 
 

上
 

 基
点

Ｇ
：
 

愛
甲

郡
清

川
村

宮
ケ

瀬
字

金
沢

1
,
6
9
6
番

２
地

先
の

旧

東
京

電
力

株
式

会
社

取
水

せ
き

天
端

右
岸

上
流

端
 

基
点

Ｈ
：
 

愛
甲

郡
清

川
村

宮
ケ

瀬
字

金
沢

1
,
6
9
6
番

２
地

先
の

旧

東
京

電
力

株
式

会
社

取
水

せ
き

天
端

左
岸

上
流

端
 

基
点

Ｉ
：
 

愛
甲

郡
清

川
村

宮
ケ

瀬
字

金
沢

1
,
6
8
8
番

６
地

先
の

金

沢
え

ん
堤

天
端

右
岸

上
流

端
 

基
点

Ｊ
：
 

愛
甲

郡
清

川
村

宮
ケ

瀬
字

金
沢

1
,
6
8
8
番

６
地

先
の

金

沢
え

ん
堤

天
端

左
岸

上
流

端
 

基
点

Ｋ
：
 

相
模

原
市

緑
区

鳥
屋

字
奥

野
3
,
6
2
7
番

1
6
0
地

先
の

旧

東
京

電
力

株
式

会
社

取
水

せ
き

天
端

右
岸

上
流

端
 

基
点

Ｌ
：
 

相
模

原
市

緑
区

鳥
屋

字
奥

野
3
,
6
2
7
番

1
6
0
地

先
の

旧

東
京

電
力

株
式

会
社

取
水

せ
き

天
端

左
岸

上
流

端
 

基
点

Ｍ
：
 

相
模

原
市

緑
区

鳥
屋

字
奥

野
3
,
6
2
7
番

1
6
6
地

先
の

八

12



丁
え

ん
堤

天
端

右
岸

上
流

端
 

基
点

Ｎ
：
 

相
模

原
市

緑
区

鳥
屋

字
奥

野
3
,
6
2
7
番

1
6
6
地

先
の

八

丁
え

ん
堤

天
端

左
岸

上
流

端
 

a：
 
Ｇ

か
ら

Ｈ
を

見
通

し
た

線
を

０
度

と
し

、
Ｇ

を
中

心
と

し
て

右

回
り

に
2
7
0
度

の
線

上
で

Ｇ
か

ら
3
0
メ

ー
ト

ル
の

所
 

ｂ
:
 
Ｈ

か
ら

Ｇ
を

見
通

し
た

線
を

０
度

と
し

、
Ｈ

を
中

心
と

し
て

右

回
り

に
9
0
度

の
線

上
で

Ｈ
か

ら
3
0
メ

ー
ト

ル
の

所
 

c：
 
Ｉ

か
ら

Ｊ
を

見
通

し
た

線
を

０
度

と
し

、
Ｉ

を
中

心
と

し
て

右

回
り

に
2
7
0
度

の
線

上
で

Ｉ
か

ら
3
0
メ

ー
ト

ル
の

所
 

d：
 
Ｊ

か
ら

Ｉ
を

見
通

し
た

線
を

０
度

と
し

、
Ｊ

を
中

心
と

し
て

右

回
り

に
9
0
度

の
線

上
で

Ｊ
か

ら
3
0
メ

ー
ト

ル
の

所
 

e
：
 

Ｋ
か

ら
Ｌ

を
見

通
し

た
線

を
０

度
と

し
、

Ｋ
を

中
心

と
し

て

右
回

り
に

2
7
0
度

の
線

上
で

Ｋ
か

ら
3
0
メ

ー
ト

ル
の

所
 

f：
 
Ｌ

か
ら

Ｋ
を

見
通

し
た

線
を

０
度

と
し

、
Ｌ

を
中

心
と

し
て

右

回
り

に
9
0
度

の
線

上
で

Ｌ
か

ら
3
0
メ

ー
ト

ル
の

所
 

g：
 
Ｍ

か
ら

Ｎ
を

見
通

し
た

線
を

０
度

と
し

、
Ｍ

を
中

心
と

し
て

右

回
り

に
2
7
0
度

の
線

上
で

Ｍ
か

ら
3
0
メ

ー
ト

ル
の

所
 
 
 
 
 

h：
 

Ｎ
か

ら
Ｍ

を
見

通
し

た
線

を
０

度
と

し
、
Ｎ

を
中

心
と

し
て

右

回
り

に
9
0
度

の
線

上
で

Ｎ
か

ら
3
0
メ

ー
ト

ル
の

所
 
 
 
 
 
 

 （
別

記
１

）
 

１
 

相
模

原
市

緑
区

鳥
屋

地
先

広
川

え
ん

堤
天

端
下

流
端

か
ら

同

区
鳥

屋
地

先
旧

東
京

電
力

株
式

会
社

発
電

取
水

え
ん

堤
天

端
上

流
端

の
上

流
1
0
0
メ

ー
ト

ル
の

地
点

ま
で

の
早

戸
川

の
区

域
 

２
 

相
模

原
市

緑
区

鳥
屋

地
先

魚
止

橋
橋

脚
下

流
端

の
下

流
1
7
3

メ
ー

ト
ル

の
地

点
か

ら
同

区
鳥

屋
地

先
蛙

沢
え

ん
堤

天
端

上
流

端
の

上
流

3
0
メ

ー
ト

ル
の

地
点

ま
で

の
早

戸
川

の
区

域
 

丁
え

ん
堤

天
端

右
岸

上
流

端
 

基
点

Ｎ
：
 

相
模

原
市

緑
区

鳥
屋

字
奥

野
3
,
6
2
7
番

1
6
6
地

先
の

八

丁
え

ん
堤

天
端

左
岸

上
流

端
 

a：
 
Ｇ

か
ら

Ｈ
を

見
通

し
た

線
を

０
度

と
し

、
Ｇ

を
中

心
と

し
て

右

回
り

に
2
7
0
度

の
線

上
で

Ｇ
か

ら
3
0
メ

ー
ト

ル
の

所
 

ｂ
:
 
Ｈ

か
ら

Ｇ
を

見
通

し
た

線
を

０
度

と
し

、
Ｈ

を
中

心
と

し
て

右

回
り

に
9
0
度

の
線

上
で

Ｈ
か

ら
3
0
メ

ー
ト

ル
の

所
 

c：
 
Ｉ

か
ら

Ｊ
を

見
通

し
た

線
を

０
度

と
し

、
Ｉ

を
中

心
と

し
て

右

回
り

に
2
7
0
度

の
線

上
で

Ｉ
か

ら
3
0
メ

ー
ト

ル
の

所
 

d：
 
Ｊ

か
ら

Ｉ
を

見
通

し
た

線
を

０
度

と
し

、
Ｊ

を
中

心
と

し
て

右

回
り

に
9
0
度

の
線

上
で

Ｊ
か

ら
3
0
メ

ー
ト

ル
の

所
 

e
：
 

Ｋ
か

ら
Ｌ

を
見

通
し

た
線

を
０

度
と

し
、

Ｋ
を

中
心

と
し

て

右
回

り
に

2
7
0
度

の
線

上
で

Ｋ
か

ら
3
0
メ

ー
ト

ル
の

所
 

f：
 
Ｌ

か
ら

Ｋ
を

見
通

し
た

線
を

０
度

と
し

、
Ｌ

を
中

心
と

し
て

右

回
り

に
9
0
度

の
線

上
で

Ｌ
か

ら
3
0
メ

ー
ト

ル
の

所
 

g：
 
Ｍ

か
ら

Ｎ
を

見
通

し
た

線
を

０
度

と
し

、
Ｍ

を
中

心
と

し
て

右

回
り

に
2
7
0
度

の
線

上
で

Ｍ
か

ら
3
0
メ

ー
ト

ル
の

所
 
 
 
 
 

h：
 

Ｎ
か

ら
Ｍ

を
見

通
し

た
線

を
０

度
と

し
、
Ｎ

を
中

心
と

し
て

右

回
り

に
9
0
度

の
線

上
で

Ｎ
か

ら
3
0
メ

ー
ト

ル
の

所
 
 
 
 
 
 

 （
別

記
）

 

１
 

相
模

原
市

緑
区

鳥
屋

地
先

広
川

え
ん

堤
天

端
下

流
端

か
ら

同

区
鳥

屋
地

先
旧

東
京

電
力

株
式

会
社

発
電

取
水

え
ん

堤
天

端
上

流
端

の
上

流
1
0
0
メ

ー
ト

ル
の

地
点

ま
で

の
早

戸
川

の
区

域
 

２
 

相
模

原
市

緑
区

鳥
屋

地
先

魚
止

橋
橋

脚
下

流
端

の
下

流
1
7
3

メ
ー

ト
ル

の
地

点
か

ら
同

区
鳥

屋
地

先
蛙

沢
え

ん
堤

天
端

上
流

端
の

上
流

3
0
メ

ー
ト

ル
の

地
点

ま
で

の
早

戸
川

の
区

域
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３
 

愛
甲

郡
清

川
村

煤
ヶ

谷
地

先
札

掛
第

二
金

林
え

ん
堤

天
端

下

流
端

か
ら

同
村

煤
ヶ

谷
地

先
札

掛
発

電
取

水
え

ん
堤

天
端

上
流

端
の

上
流

1
0
0
メ

ー
ト

ル
の

地
点

ま
で

の
布

川
及

び
境

沢
の

区

域
 

４
 

愛
甲

郡
清

川
村

煤
ヶ

谷
地

先
谷

太
郎

橋
橋

脚
上

流
端

の
上

流

4
4
7
メ

ー
ト

ル
の

地
点

か
ら

同
上

流
端

の
下

流
2
6
8
メ

ー
ト

ル

の
地

点
ま

で
の

谷
太

郎
川

の
区

域
 

５
 

愛
甲

郡
愛

川
町

田
代

2
,
4
2
3
番

地
地

先
の

標
識

か
ら

同

2
,
3
7
5
番

地
先

の
標

識
ま

で
の

中
津

川
の

区
域

 

６
 

伊
勢

原
市

日
向

地
先

梅
尾

橋
橋

脚
下

流
端

か
ら

同
下

流
2
0
0

メ
ー

ト
ル

の
日

向
川

の
区

域
 

７
 

伊
勢

原
市

日
向

地
先

御
所

の
入

橋
橋

脚
上

流
橋

か
ら

下
流

5
1
.
5
メ

ー
ト

ル
及

び
上

1
4
8
.
5
メ

ー
ト

ル
の

日
向

川
の

区
域

 

８
 

伊
勢

原
市

日
向

十
二

神
橋

橋
脚

上
流

端
の

上
流

1
5
4
メ

ー
ト

ル
の

地
点

か
ら

同
上

流
2
0
0
メ

ー
ト

ル
の

地
点

ま
で

の
日

向
川

の
区

域
 

 （
別

記
２

）
 

１
 

相
模

原
市

南
区

磯
部

地
先

磯
部

頭
首

工
え

ん
堤

上
流

端
の

上

流
1
5
0
メ

ー
ト

ル
か

ら
基

点
Ｏ

Ｐ
を

結
ん

だ
直

線
ま

で
の

相
模

川
の

本
流

及
び

支
流

区
域

 

２
 

厚
木

市
才

戸
地

先
才

戸
頭

首
工

え
ん

堤
上

流
端

の
上

流
2
0
メ

ー
ト

ル
か

ら
基

点
Ｅ

Ｆ
を

結
ん

だ
直

線
ま

で
の

中
津

川
の

本
流

及
び

支
流

区
域

 

 基
点

Ｏ
：

 
相

模
原

市
緑

区
小

倉
字

宮
原

3
8
8
番

地
先

に
設

置
し

た
標

柱
 

３
 

愛
甲

郡
清

川
村

煤
ヶ

谷
地

先
札

掛
第

二
金

林
え

ん
堤

天
端

下

流
端

か
ら

同
村

煤
ヶ

谷
地

先
札

掛
発

電
取

水
え

ん
堤

天
端

上
流

端
の

上
流

1
0
0
メ

ー
ト

ル
の

地
点

ま
で

の
布

川
及

び
境

沢
の

区

域
 

４
 

愛
甲

郡
清

川
村

煤
ヶ

谷
地

先
谷

太
郎

橋
橋

脚
上

流
端

の
上

流

4
4
7
メ

ー
ト

ル
の

地
点

か
ら

同
上

流
端

の
下

流
2
6
8
メ

ー
ト

ル

の
地

点
ま

で
の

谷
太

郎
川

の
区

域
 

５
 

愛
甲

郡
愛

川
町

田
代

2
,
4
2
3
番

地
地

先
の

標
識

か
ら

同

2
,
3
7
5
番

地
先

の
標

識
ま

で
の

中
津

川
の

区
域

 

６
 

伊
勢

原
市

日
向

地
先

梅
尾

橋
橋

脚
下

流
端

か
ら

同
下

流
2
0
0

メ
ー

ト
ル

の
日

向
川

の
区

域
 

７
 

伊
勢

原
市

日
向

地
先

御
所

の
入

橋
橋

脚
上

流
橋

か
ら

下
流

5
1
.
5
メ

ー
ト

ル
及

び
上

1
4
8
.
5
メ

ー
ト

ル
の

日
向

川
の

区
域

 

８
 

伊
勢

原
市

日
向

十
二

神
橋

橋
脚

上
流

端
の

上
流

1
5
4
メ

ー
ト

ル
の

地
点

か
ら

同
上

流
2
0
0
メ

ー
ト

ル
の

地
点

ま
で

の
日

向
川

の
区

域
 

 （
新

設
）
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基
点

Ｐ
：

 
相

模
原

市
緑

区
川

尻
字

久
保

沢
1
,
1
0
8
番

の
ハ

地
先

に
設

置
し

た
標

柱
 

基
点

Ｅ
：

 
愛

甲
郡

愛
川

町
半

原
字

馬
場

4
,
9
4
1
番

２
に

設
置

し

た
標

柱
 

基
点

Ｆ
：

 
愛

甲
郡

愛
川

町
半

原
字

向
原

5
,
4
5
9
番

２
に

設
置

し

た
標

柱
 

 （
内

共
第

２
号

）
 

 
ア

 
魚

種
 

 
イ

 
期

間
 

や
ま

め
 

 
３

月
１

日
か

ら
1
0
月

1
4

日
ま

で
 

い
わ

な
 

同
 

 
 

 
上

 

に
じ

ま
す

 

 
同

 
 

 
 

上
、

但
し

別

記
３

区
域

に
つ

い
て

は
１

月

１
日

よ
り

1
2
月

3
1
日

ま
で

と
す

る
。

 

 （
別

記
３

）
 

１
 

相
模

原
市

緑
区

青
根

字
社

宮
司

え
ん

堤
上

流
端

よ
り

上
流

4
0
0
メ

ー
ト

ル
ま

で
の

神
の

川
の

区
域

 

２
 

相
模

原
市

緑
区

青
根

字
神

の
川

大
瀬

戸
え

ん
堤

上
流

端
よ

り

下
流

小
瀬

戸
え

ん
堤

上
流

端
ま

で
の

区
域

 

 ２
 

こ
の

漁
場

区
域

に
お

い
て

は
、

水
産

動
物

繁
殖

保
護

の
た

め
日

没
１

時
間

後
か

ら
日

の
出

１
時

間
前

ま
で

の
夜

間
遊

漁

を
禁

止
す

る
。

但
し

、
う

な
ぎ

の
遊

漁
は

こ
の

限
り

で
な

い
。

 

       （
内

共
第

２
号

）
 

 
ア

 
魚

種
 

 
イ

 
期

間
 

や
ま

め
 

 
３

月
１

日
か

ら
1
0
月

1
4

日
ま

で
 

い
わ

な
 

同
 

 
 

 
上

 

に
じ

ま
す

 

 
同

 
 

 
 

上
、

但
し

別

記
区

域
に

つ
い

て
は

１
月

１

日
よ

り
1
2
月

3
1
日

ま
で

と

す
る

。
 

 （
別

記
）

 

９
 

相
模

原
市

緑
区

青
根

字
社

宮
司

え
ん

堤
上

流
端

よ
り

上
流

4
0
0
メ

ー
ト

ル
ま

で
の

神
の

川
の

区
域

 

1
0
 

相
模

原
市

緑
区

青
根

字
神

の
川

大
瀬

戸
え

ん
堤

上
流

端
よ

り

下
流

小
瀬

戸
え

ん
堤

上
流

端
ま

で
の

区
域

 

 ２
．

こ
の

漁
場

区
域

に
お

い
て

は
、

水
産

動
物

繁
殖

保
護

の
た

め
日

没
１

時
間

後
か

ら
日

の
出

１
時

間
前

ま
で

の
夜

間
遊

漁

を
禁

止
す

る
。

但
し

、
う

な
ぎ

の
遊

漁
は

こ
の

限
り

で
な

い
。
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３
 

第
一

項
の

公
示

は
、

神
奈

川
新

聞
上

に
公

示
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 第
５

条
～

７
条

（
略

）
 

 （
遊

漁
承

認
証

に
関

す
る

事
項

）
 

第
８

条
 

１
（

略
）

 

２
 

遊
漁

承
認

証
の

交
付

は
、

前
条

第
１

項
に

規
定

す
る

場
所

、

連
合

会
が

指
定

す
る

オ
ン

ラ
イ

ン
シ

ス
テ

ム
又

は
漁

場
監

視
員

に
お

い
て

行
う

も
の

と
す

る
。

 

３
 

遊
漁

者
は

、
遊

漁
承

認
証

を
他

人
に

貸
与

し
て

は
な

ら
な

い
。

 

４
 

遊
漁

承
認

証
に

記
載

さ
れ

る
あ

ゆ
を

採
捕

で
き

る
期

間
の

う

ち
、
「

６
月

１
日

よ
り

１
０

月
１

４
日

ま
で

」
は

、
令

和
８

年
に

限
り

、
「

６
月

１
日

よ
り

１
０

月
３

１
日

ま
で

」
に

読
み

替
え

る
。

 

 第
９

条
～

1
1
条

（
略

）
 

 附
則

 

１
．

 
こ

の
規

則
は

令
和

５
年

９
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

２
．

 
こ

の
規

則
は

令
和

７
年

４
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

３
．

 
こ

の
規

則
は

令
和

８
年

６
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

 
３

．
第

一
項

の
公

示
は

、
神

奈
川

新
聞

上
に

公
示

す
る

も
の

と

す
る

。
 

 第
５

条
～

７
条

（
略

）
 

 （
遊

漁
承

認
証

に
関

す
る

事
項

）
 

第
８

条
 

１
（

略
）

 

２
 

遊
漁

承
認

証
の

交
付

は
、

前
条

第
２

項
に

規
定

す
る

場
所

、

組
合

が
指

定
す

る
オ

ン
ラ

イ
ン

シ
ス

テ
ム

又
は

漁
場

監
視

員
に

お

い
て

行
う

も
の

と
す

る
。

 

３
 

遊
漁

者
は

、
遊

漁
承

認
証

を
他

人
に

貸
与

し
て

は
な

ら
な

い
。

 

（
新

設
）

 

    第
９

条
～

1
1
条

（
略

）
 

 附
則

 

１
.
 

こ
の

規
則

は
令

和
５

年
９

月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。

 

２
．

 
こ

の
規

則
は

令
和

７
年

４
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

 
（

新
設

）
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関係法令等 

○漁業法 

（ 遊漁規則）   

第１ ７ ０ 条  内水面における第五種共同漁業の免許を受けた者は、 当該漁場の区域においてそ

の組合員（ 漁業協同組合連合会にあつては、 その会員たる漁業協同組合の組合員） 以外の者の

する水産動植物の採捕（ 次項及び第五項において「 遊漁」 と いう 。 ） について制限をし よう と

すると きは、 遊漁規則を定め、 都道府県知事の認可を受けなければなら ない。   

２   前項の遊漁規則（ 以下こ の条において単に「 遊漁規則」 と いう 。 ） には、 左に掲げる事項

を規定するも のと する。  

一  遊漁についての制限の範囲  

二  遊漁料の額及びその納付の方法  

三  遊漁承認証に関する事項  

３   遊漁規則を変更し よう と すると きは、 都道府県知事の認可を受けなければなら ない。   

４   第１ 項又は前項の認可の申請があつたと きは、 都道府県知事は、 内水面漁場管理委員会の

意見をきかなければなら ない。   

５   都道県知事は、 遊漁規則の内容が次の各号のいずれにも 該当すると き は、 認可をし なけれ

ばなら ない。  

  一  遊漁を不当に制限するも のでないこ と 。  

  二  遊漁料の額が当該漁業権に係る水産動植物の増殖及び漁場の管理に要する費用の額に

比し て妥当なも のであるこ と 。  

 

○遊漁規則（ 変更）  の認可についての審査基準 

（ １ ） 漁業法第１ ７ ０ 条第２ 項の事項が規定さ れているこ と 。  

・ 遊漁についての制限の範囲 

→規定さ れている。  

（ ２ ） 総会において議決が行われているこ と 。  

  →令和８ 年３ 月31日開催の臨時総会で議決さ れている。  

（ ３ ） 漁業法第１ ７ ０ 条第５ 項に規定する内容に該当するこ と 。  

→遊漁を不当に制限するも のでない。  
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